
申請者の皆様へ 
 令和元年 12月 2日(月)よりセルフ式廃板回収機を導入致します。 

 軽自動車の抹消届出又は、記載変更（名義・住所）等でナンバー 

プレートを返却する際には、セルフ式廃板回収機を利用して返却を

お願い致します。 なお、ナンバープレートの交換申請及び再交付

申請でナンバープレートを返却する場合は、従来どおり⑦番窓口で 

返却してください。 皆様のご協力をお願い致します。 

※ ご不明な点がございましたら、７番窓口でご案内させていただきます。 

 

（一社）神奈川県自動車会議所  湘 南事業所 ℡0463-54-5631 

                     神奈川事業所 ℡045-931-2560 



セルフ式廃板回収機の導入について 

 
自動車会議所 湘南・神奈川事業所では車両番号標に係る業務をより正確に遂行する事を目

的に、かねてより機器による照合システムの導入を推進しており、この度セルフ式廃板回収機

を令和元年 12月 2日(月)より導入する事と致しました。 

皆様のご協力をお願い致します。 

 

セルフ式廃板回収機操作手順 
 

 
①廃板回収機にプレートを置く ②廃板回収機の画面に読み取ったプレートが表示

され、間違いがなければ  は い を選択する。 

 
③発券機よりステッカーが発券される ④発券されたステッカー 

③発券されたステッカーを車検証に貼付する。 


